
令和7年度より多子(子どもが3人以上)世帯に大学等の授業料無償化が始まります。
この制度は、多子世帯の方が所得制限なく授業料等の減免を受けることができます。

《開始時期》
令和7年度の在学採用（春学期）申請～（新入生・学部在学生）
※令和6年度以前から給付奨学生は新たに申請不要です。

《支援内容》
授業料70万円（年額）・入学金20万円（新入生）
※春学期・秋学期それぞれ35万円ずつ減免されます。
※授業料のみ減免される制度なので、施設費、諸納金等は減免対象ではありません。
注意：授業料が全て無償化される制度ではありません。

《対象者》
子ども3人以上の多子世帯。　
※多子世帯とは、生計維持者が税法上扶養する子どもの数が3人以上の世帯。
例えば、子どもが3人以上いるが、第一子が社会人となり扶養から外れた場合、
税法上扶養する子どもの数は2人になるので対象外。
多子世帯の判定は、日本学生支援機構がマイナンバーを通じて扶養の状況を判定します。

《学業要件・収入要件》
学業要件は、以下をご確認ください。

収入要件は、所得制限なしです。

《申請方法》
授業料等減免を受けるには、申請し日本学生支援機構からの採否の判定を待つ必要があります。
※申請方法については、3月中旬頃関東学院大学HPよりご確認ください。

《令和7年度入学者で予約採用候補者の方》
令和7年度入学予定で採用候補者決定通知をお持ちの方で給付奨学金が不採用の方でも、
多子世帯の条件を満たしていれば、在学採用（春学期）に申請することができます。

《在学生で現在修学支援新制度の支援を受けている方》
給付奨学金に採用されているが現在収入の適格認定で対象外の方は、多子世帯の条件を満たして
いれば、令和7年4月より支援の対象となります。
詳細は4月上旬に配信されるKGUポータルを確認してください。

令和7年度からの多子世帯への支援拡充について


